
事業名 日標

短時間労働者雇用改善等援助事業 0 短時聞労働者に係る情報提供,相談援助事業
相談援助事業等の参加者について,内容が有用であった旨の評価を8 0 %以上確保するo

O 均衡確保に向けた取組推進事業所支援事業
業種別使用者会議の参加者について,取組事例,情報交換等の内容が有用であった旨の評価を80%以上確保

するo

労働条件相談センタ-事業 0 1 7時以降や土曜日に相談や情報提供を受けた労働者及び事業主から,当該相談や情報提供が有用であった
旨の評価を8 0%以上得る.

新規起業事業場労働条件整備サポ-ト事業 0 利用した事業主からl指導,援助等を受けたことが有用であった旨の評価を8 0%以上得るo

0
に係る自主的改蓉事業 旨の評価を8 0%以上得るo

時問管理を図る上で 用であった

0 府県労働局長による助言及び指導の処理期間
1か月以内のものの割合8 0%く1 3年度-1 5年度における処理期間1か月以内のものの割合の平均を上回
る水準I以上とする.

0 本事業により提供した情報,相談の内容が有用であった旨の評価を8 0%以上得るo

O 来所者数17,000人以上とする.

中小企業退職金共済事業く独立行政法人I 0 中退制度において.中期目標期間中に.新たに加入する被共済者数を1,595,000人とするo く対象期間こ平成
15年10月-平成20年3月1
なおl平成1 7年度における目標は以下のとおり.
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勤労者財産形成促進事業 0 事務代行団捧数9 1を上回ることを目標とするo

O 貸付金融資先である事業主等より, r本融資によって福利厚生の充実に役立ったJ旨の評価を8 0%以上得
る.

0 財形給付助成金支給先である事業主より1 r本助成金によって福利厚生の充実に役立ったJ旨の評価を8
0%以上得る.

0 財形貯蓄活用助成金支給先である事業主よりI r本助成金によって福利厚生の充実に役立ったJ旨の評価を
8 0%以上得る.
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